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景品表示法は、消費者の自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保するため、一般消費者に誤認される表示や過大
な景品類の提供を制限及び禁止している。

景品表示法第５条（不当な表示の禁止） 景品表示法第４条（景品類の制限及び禁止）

優良誤認
（５条１号）

有利誤認
（５条２号）

誤認されるお
それのある表
示
（５条３号）

商品又は役務の品質、規格その他の内容に
ついての不当表示

不実証広告規制（７条２項）
優良誤認に該当する表示か否かを判断

するため必要があると認めるときは、事
業者に対し、期間を定めて、当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の
提出を求めることができる。
⇒ 事業者が合理的な根拠を示す資料を
提出しない場合には、当該表示は優良
誤認表示とみなされる。

商品又は役務の価格その他の取引条件に
ついての不当表示

商品又は役務の取引に関する事項につい
て一般消費者に誤認されるおそれがある
と認められ内閣総理大臣が指定する表示
１ 無果汁の清涼飲料水等についての表示
２ 商品の原産国に関する不当な表示

３ 消費者信用の融資費用に関する不当な
表示
４ 不動産のおとり広告に関する表示
５ おとり広告に関する表示
６ 有料老人ホームに関する不当な表示

一般懸賞

総付制限告示（昭和５２年告示第５号）

総付景品

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 ２００円
1,000円以上 取引価額の２０％

＝商品の購入者等にもれなく提供する景品類

懸賞制限告示（昭和５２年告示第３号）

取引価額 景品類限度額（①、②両方の限度内）
①最高額 ②総 額

5,000円未満 取引価額の２０倍 懸賞に係る売上予
定総額の２％5,000円以上 １０万円

共同懸賞

景品類限度額（①、②両方の限度内）
①最高額 ②総 額

取引価額にかかわらず３０万円 懸賞に係る売上予定総額の３％

業種別景品告示

＝商品の購入者等に対し、くじなどの偶然性、
特定行為の優劣等によって提供する景品類

懸賞景品

①新聞業、②雑誌業、③不動産業、④医療用医薬品業・医
療機器業及び衛生検査所業

＝一定地域の同業者や商店街が共同実施

景品表示法の概要

＝異なる種類の符票の特定の組合せを
提示させる方法を用いた懸賞
⇒ 全面禁止

カード合わせ
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Ⅱ監視指導態勢の強化
（P4参照）

問題の所在

【景品表示法の趣旨・内容の不
徹底】

【行政の監視指導態勢の問
題】

国内外の消費者の「日本
の食」に対する信頼を失墜

させるおそれ

Ⅰ事業者のコンプライアンス体
制の確立（P3参照）

【事業者のコンプライアンス意
識の欠如】

Ⅲ課徴金制度の導入
（P5、P6参照）

悪質な事案に対する
措置が 不十分では
ないか。

不当表示
規制の抑
止力を高
める必要

○事業者が講ずべき表示等の
管理上の措置（第２６条関係）
・表示等の適正な管理のため必要な
体制の整備その他の必要な措置等を
講じなければならない
・事業者が講ずべき措置に関して必
要な指針を定めるものとする

○権限の委任等－国の執行体制の強
化（第３３条関係）

・消費者庁長官の権限の一部を事業
所管大臣等に委任

⇒ ［調査権限］

○権限の委任等－都道府県の執行体
制の強化（第３３条関係）

・消費者庁長官の権限の一部を都道
府県知事に付与

⇒ ［措置命令権限］
［合理的根拠提出要求権限］

施行日：平成26年12月1日
施行状況検討：令和元年12月1日～

施行日：平成26年12月1日
施行状況検討：令和元年12月1日～

施行日：平成28年4月1日
施行状況検討：令和3年4月1日～

平成２６年の景品表示法改正
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事業者が講ずべき景品類の提供及び表⽰の管理上の措置についての指針の概要

表⽰等の管理上の措置として、事業者は、その規模や業態、取り扱う商品⼜は役務の内容等に応じ、
必要かつ適切な範囲で、次に⽰す事項に沿うような具体的な措置を講じる必要があります。

１ 景品表⽰法の考え⽅の周知・啓発

２ 法令遵守の⽅針等の明確化

３ 表⽰等に関する情報の確認

４ 表⽰等に関する情報の共有

５ 表⽰等を管理するための担当者等を定めること

６ 表⽰等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること

７ 不当な表⽰等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
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景品表示法違反の事件処理手続（平成28年４月１日以降）

【公正取引委員会】
【事業所管大臣等】
外部からの情報提供

職権探知 等

調 査

【消費者庁】

外部からの情報提供

職権探知 等

措置命令

調 査

（指導）

【都道府県知事】

外部からの情報提供

職権探知 等

措置命令

調 査

（指導）

連携連携

課徴金納付命令

（注）措置命令及び課徴金納付命令に関する要件を満たすと認められる事案であることが前提。
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課徴⾦対象⾏為該当事実の報告による課徴⾦額の減額（第９条）

課徴⾦対象⾏為に該当する事実を報告した事業者に対し、課徴⾦額の２分
の１を減額する。

除斥期間（第12条第７項）

違反⾏為をやめた⽇から５年を経過したときは、課徴⾦を賦課しない。

賦課⼿続（第13条）

違反事業者に対する⼿続保障として、弁明の機会を付与する。
公布⽇(平成26年11⽉27⽇)から１年６⽉以内に施⾏→平成28年４⽉１⽇
施⾏後５年（令和３年４⽉１⽇）を経過した場合、施⾏状況について検討

課徴⾦納付命令（第８条）

・対象⾏為︓優良誤認表⽰⾏為、有利誤認表⽰⾏為を対象とする。

・課徴⾦額の算定︓対象商品・役務の売上額に３％を乗じる。

・対象期間︓３年間を上限とする。

・主観的要素︓

・規模基準︓課徴⾦額が150万円未満となる場合は、課徴⾦を賦課しない。

不実証広告規制に係る表⽰について、⼀定の期間内に当該表⽰の裏
付けとなる合理的な根拠を⽰す資料の提出がない場合には、当該表
⽰を優良誤認表⽰と推定して課徴⾦を賦課する。

施⾏期⽇等（附則第１条・第４条）

１︓ 実施予定返⾦措置計画の作成・認定

２︓ 返⾦措置の実施

３︓ 報告期限までに報告

返⾦措置における
⾦銭交付相当額が
課徴⾦額以上の場合

課徴⾦額の減額

返⾦措置における
⾦銭交付相当額が
課徴⾦額未満の場合

事業者が所定の⼿続に沿って返⾦措置を実施した場合は、課徴⾦を命じない
⼜は減額する。

課徴⾦の納付を命じない

返⾦措置の実施による課徴⾦額の減額（第10条・第11条）

※返⾦措置＝対象商品・役務の取引をしたことが特定される⼀般消費
者からの申出があつた場合に、当該申出をした⼀般消費者
の購⼊額に３％を乗じた額以上の⾦銭を交付する措置。

事業者は、実施予定返⾦措置計画に沿って返⾦措置を実施する。

返⾦措置を実施しようとする事業者は、実施予定返⾦措置計画を作成し、
内閣総理⼤⾂の認定を受ける。違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるとき

は、課徴⾦を賦課しない。

課徴金制度の概要
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課徴⾦の納付を命じない 課徴⾦納付命令

弁明実施予定返⾦措置計画提出

報告

処分取消訴訟等（事業者が争う場合）

認定

（任意）
返⾦措置
（⾃主返⾦）

（注２）措置命令についても弁明の機
会を付与するが、本図において
は記載を省略。

調査

措置命令

弁明の機会付与（課徴⾦納付命令案）

不当表⽰

（注１）措置命令及び課徴⾦納付命
令に関する要件を満たすと認め
られる事案であることが前提。

返⾦

課徴⾦
・対象⾏為︓優良・有利誤認表⽰⾏為
・算定⽅法︓対象商品・役務の３％
・対象期間︓３年間を上限
※対象期間＝「課徴⾦対象⾏為をした期間」

＋「６か⽉経過⽇⼜は誤認解
消措置を採った⽇までに⾏われ
た最終取引⽇までの期間」

・減額申請がある場合は50％減額

・相当の注意
・規模基準
・除斥期間
の要件を満たさず

減額申請
(調査開始までに事実の報告）

事業者

（参考図）課徴⾦納付命令までの基本的な⼿続の流れ（イメージ）
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景品表示法の執行状況（令和３年３月31日現在）
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